
◆ 経営基盤の強化と効率的な経営の推進等のため、「国立大学の一法人複数大学制度等」の
導入が閣議決定文書や中央教育審議会における議論の中で提言。

✔「大学の組織再編等を促進するため、国立大学においては、国立大学法人法を改正し、一法人の下で複数の大学を運営できる制度を導入する。」
（経済財政運営と改革の基本方針２０１８）

✔「経営基盤の強化と効率的な経営の推進のため、国立大学の一法人複数大学制の導入、経営と教学の機能分担等にかかる国立大学法人法等の改正について
次期通常国会への提出を念頭に作業を行う。」 （未来投資戦略２０１８）

✔「文部科学省は２０１９年度中に国立大学法人法を改正し国立大学の一法人複数国立大学経営を可能化する」 （統合イノベーション戦略）
✔「複数の大学等の人的・物的リソースを効果的に共有できるよう、一法人一大学となっている国立大学の見直し･･･など･･･大学等の連携・統合を円滑に進めることが

できる仕組みや、これらの取組を推進するための支援体制の構築など実効性を高める方策について検討することが必要である」
（今後の高等教育の将来像の提示に向けた中間まとめ（平成３０年６月 中央教育審議会大学分科会将来構想分科会）

令和元年度 国立大学法人法改正によって「一法人複数大学制度」を創設

法人名 目指している統合の時期

1
国立大学法人岐阜大学、国立大学法人名古屋大学

令和2年4月1日 国立大学法人東海国立大学機構
令和２年度4月1日

2
国立大学法人静岡大学、国立大学法人浜松医科大学

※平成３１年３月29日に基本合意
令和３年度

3 国立大学法人奈良教育大学、国立大学法人奈良女子大学
※令和元年６月２８日に基本合意

令和３年度

4
国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学
国立大学法人北見工業大学

※平成３０年５月２９日に基本合意

令和４年度

国立大学の一法人複数大学制等の導入について
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運営の考え方
 運営：恒常的な運営体制の構築、

既存のネットワークの活用も有効
（議論の場、企画立案、実行組織等の役割分担、コーディネート・事務局機能）

 予算：参画組織からの会費徴収、国等のプロジェクト予算、企業版ふるさと
納税など多様な財源を活用 等

【地域連携プラットフォームの必要性と意義】
 大学等の高等教育機関は地域の人材を育成し、地域経済・社会を支える基盤。各地域は、人口減少、産業構造の変化、グローバル化、一極集中型か
ら遠隔分散型への転換といった動きの中で、地域ニーズを踏まえた質の高い高等教育機会の確保と人材の育成がこれまで以上に重要。

 地域の大学等、地方公共団体、産業界等がそれぞれの立場から単独で複雑化する地域課題の解決やイノベーションの創出に取り組むことは限界。

 IT技術等の進化により、地域においてもデジタル革命など新しい産業創出やイノベーションを生み出し、地域経済・社会を革新的に変えるチャンス。

 このため、大学等、地方公共団体、産業界等様々な関係機関が一体となった恒常的な議論の場を構築し、エビデンスに基づき、現状・課題を把握した
上で、地域の将来ビジョンを共有し、地域の課題解決に向けた連携協力の抜本的強化を図っていくことが不可欠。

地域社会のビジョンの共有、理解の促進
 地域社会、地域産業のビジョン等
 地域の高等教育の果たす役割を再確認 等
地域の現状・課題の共有と将来予測
 大学進学時等の人口動態、地域社会・産業
構造、将来予測も含め議論 等

議論することが考えられる事項
 プラットフォームにおける共通的な目標、
方向性の確認

 目標等を踏まえた行動計画、地域課
題の解決策

 地域の高等教育のグランドデザイン 等

課題解決のために実行する事項（例）
 地域課題解決型の実践的な教育プロジェク
トの提供

 産業振興、イノベーションの創出
 大学等進学率（特に域内進学率）や域
内定着率の向上策

 外国人留学生の受入れや社会人向け教育
プログラムの開発 等

地域連携プラットフォームで共有・議論・実行することが考えられる事項

体制整備の考え方
 対象地域：都道府県などの行政単位、生活・経済圏、都道府県を越えた

広域ブロック等、地域によって最適な単位を検討
 参画主体：大学等、地方公共団体、産業界等の組織的関与

（トップの関与とともにミドル層、キーパーソンが対話に参画）

地域連携プラットフォームの体制整備、運営（既存の地域ネットワークや産官学連携の枠組みを活用することも考えられる）

（※）ガイドラインは、各地域が抱える事情や課題が様々であることを前提として、地域連携プラットフォームの構築に向けて検討する際の参考に資するもの。

高等教育機関との連携による課題解決と地域振興 地域社会の維持・活性化地域の高等教育機会と人材の確保

大学等にとっては、地域ニーズを取り入れた教
育研究の活性化や大学間連携の推進、大学
等の地域における存在価値の向上

地方公共団体にとっては、大学等の知と人材を
活用した課題解決や域内への若者の定着促進、
地域の経済基盤強化と社会の維持・存続

産業界にとっては、自らのニーズを反映した人
材育成や共同研究による活性化、魅力的な雇
用の維持・増加

（※）ガイドラインの参考資料として、地域ごとの大学、人口動態、産業構造の状況など議論の参考として考えられるデータ集を整理し、検討を促す。

地域連携プラットフォーム構築に関するガイドライン（ポイント）

21


	スライド番号 20
	スライド番号 21

